
 

 

第２章 プランの概要 

１．構成 

  本プランは、松原市が目指す男女共同参画の理想像を実現するため、３つの「重点目

標」を設定しています。これらを達成すべく、「第３期まつばら男女かがやきプラン」

では５つあった「基本課題」を内容に合わせて再編し、より一層市民の認知を図り、効

果的・効率的に施策を推進するため、３つの「基本課題」とします。その３つの「基本

課題」に対して、１１の施策の「基本的な方向」、２８の「取り組む施策」で構成してい

ます。 

◆理想像 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 誰もがいきいきと活躍できる松原市 」 

☆重点目標１☆ 誰もが働きやすい職場環境 

 性別を問わず、誰もがその能力を最大限に発揮し、そ

れぞれの分野で輝けるとともに、さまざまな視点から

考え活気のある職場環境づくりを目指す。 

☆重点目標２☆ 家庭生活の充実 

 男性と女性がお互いを尊重し、共に家事や育児、介

護、教育などを担い、家族としてのパートナーシップ強

化を目指す。 

☆重点目標３☆ 安心・安全な地域 

 誰もが安心・安全に暮らしていくことができるよう

にするため、地域活動やボランティア活動に参画しや

すくし、地域の活性化を目指す。 
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２．施策の基本課題と基本的な方向 

  ３つの重点目標を実現するため、３つの基本課題に沿った施策を展開します。 

    女性が家庭や職場において、意欲を持って活躍できる社会の実現に向け、様々な

支援の整備や多様な働き方についての啓発・情報発信に取り組んでいきます。 

    なお、本プランを「松原市女性活躍推進計画」として位置づけ、取り組みを充実

していきます。 

   ＜基本的な方向＞ 

① 働く場における男女共同参画の促進 

② 多様な働き方のための支援 

③ 仕事と生活の調和の推進 

   あらゆる暴力を根絶するため、パネル展や市民向けの講座等での啓発活動や相談 

体制の充実を図り、生命を守る体制の充実に取り組んでいきます。 

    なお、本プランを「松原市ＤＶ対策基本計画」として位置づけ、取り組みを充実

していきます。 

   ＜基本的な方向＞ 

① あらゆる暴力の根絶 

② 関係機関の連携による相談支援体制の充実 

③ 自立支援の充実 

④ ハラスメント防止対策の推進 

⑤ 自殺予防対策の推進 

⑥ 防災・防犯対策の推進 

    それぞれのライフスタイルを見直しながら、男女平等意識を学習し、対等な立場

の構築を図りながら、家族・地域での支え合いによる共助社会の実現に取り組んで

いきます。 

   ＜基本的な方向＞ 

① 男女平等意識を育てる教育・学習の推進 

② 地域での支え合いによる共助社会の実現 

 

基本課題１．あらゆる分野における女性の活躍推進 

基本課題２．誰もが健やかに安心して暮らせる社会づくり 

基本課題３．男女共同参画意識の醸成 



 

 

３．計画の期間と推進 

  本計画の期間は、平成３１年度から５年間とします。計画の内容については、市政を

取り巻く社会情勢や市民の多様なニーズに対応して、必要に応じて見直しを行うものと

します。 

  また、施策を推進していくため、ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ計画・Ｄｏ実施・Ｃｈｅｃｋ点

検・Ａｃｔｉｏｎ改善）を実施し、市政の課題等と照らし合わせながら、メリハリのあ

る計画にしていくと共に、職員が率先して、職場・家庭・地域において取り組みを進め

ていきます。 

４．取り組みの発展 

平成２６年から５年間、人権交流センター（はーとビュー）内の男女共同参画センタ

ーを拠点として男女共同参画事業を実施してきました。 

これをより発展させるため、男女共同参画センター以外の市内公共施設へも出向き、

セミナーやイベント等を実施するとともに、こうした取り組みをＳＮＳ等を活用して発

信していきます。それらを通して、男女共同参画事業の啓発と情報発信を行い、今まで

以上に、同センターを市民に広く周知し活用してもらえるものにしていきます。 

また、市内で男女共同参画の視点で活動しているＮＰＯ法人をはじめ、子育て支援・ 

介護支援等をしている団体間での交流・連携を深めるべく、定期的な取り組みを実施し、 

今まで以上に男女共同参画事業の充実を図っていきます。 

男女共同参画センターでの取り組み 
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基本的な方向 取り組む施策

男性に対する家事・育児・介護等の理解促進

男性の育児休業・育児参加休暇取得率の向上
促進

（３）生涯にわたる健康の保持増進

関係法令遵守及び就業条件整備への意識啓発

就労・能力開発・再就職するための支援

多様な就業形態の普及啓発・起業家に対する支援

基本課題

②多様な働き方のための支援

管理職への女性職員登用の推進

女性の積極的な雇用についての意識啓発

子育てに関する意識啓発・支援

審議会などの委員への女性の積極的登用の推進

（１）仕事と家庭生活などの両立支援

（２）家庭生活における男女共同参画の促進

健康づくりの支援

仕事と育児・介護の両立など、ワーク・ライフ・バ
ランスの実現のための普及・啓発

多様な子育てサービスの継続支援と待機児童
ゼロの推進

５．計画体系

①働く場における男女共同参画の促進

③仕事と生活の調和の推進
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市民と協働で行う自殺予防の意識啓発

相談体制の充実

防止体制の整備と啓発

自立支援の機能の強化

被害者の安全確保

男女共同参画センター等の相談窓口の周知

相談支援の機能の強化

地域における共助意識の普及啓発

男女が共に輝けるような視点を持って活動する団
体の活動促進

地域の関係団体との連携強化

②関係機関の連携による相談支援体制
の充実

関係機関との連携の強化及び機能的な体制づくり

①あらゆる暴力の根絶

男女の平等意識、相互理解と協力及び家庭生活の
大切さなどの教育の促進

女性の視点を盛り込んだ防災・防犯対策の促進
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④ハラスメント防止対策の推進

①男女平等意識を育てる教育・学習の
推進

②地域での支え合いによる共助社会の
実現

⑤自殺予防対策の推進

暴力をしない、許さない意識啓発

⑥防災・防犯対策の推進

被害者等の心身的ケア

③自立支援の充実


